
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
三
十
八
号

公
衆
浴
場
入
浴
料
金
の
統
制
額
の
指
定
等
に
関
す
る
省
令

物
価
統
制
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
百
十
八
号
）
第
四
条
及
び
物
価
統
制
令
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
基
き
、
並
び
に
物
価
統
制
令
を
実
施
す
る
た
め
、
公
衆
浴
場
入
浴
料
金
の
統
制

額
の
指
定
等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
公
衆
浴
場
入
浴
料
金
）

第
一
条
　
公
衆
浴
場
入
浴
料
金
は
、
国
民
生
活
安
定
緊
急
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
統
制
額
の
指
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
価
格
等
と
す

る
。

２
　
前
項
の
公
衆
浴
場
入
浴
料
金
の
区
分
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
十
二
才
以
上
の
者
に
つ
い
て
の
入
浴
料
金

二
　
六
才
以
上
十
二
才
未
満
の
者
一
人
に
つ
い
て
の
入
浴
料
金

三
　
六
才
未
満
の
者
一
人
に
つ
い
て
の
入
浴
料
金

（
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
統
制
額
の
指
定
）

第
二
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
物
価
統
制
令
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
附
則
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
衆
浴
場
入
浴
料
金
に
つ
き
、
そ
の
統
制
額
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
公
衆
浴
場
入
浴
料
金
の
区
分
と
し
て
、
年
齢
そ
の
他
必
要
な
事
情
を
考
慮
し
て
、
入
浴
者
の
洗
髪
に
つ
い
て
の
料
金
の
区
分
を
設
け
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
昭
和
三
十
年
三
月
厚
生
省
告
示
第
五
十
八
号
の
廃
止
）

第
三
条
　
昭
和
三
十
年
三
月
厚
生
省
告
示
第
五
十
八
号
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
五
月
九
日
厚
生
省
令
第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
三
〇
日
厚
生
省
令
第
五
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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